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道路交通法が改正され

自転車にも青切符が適用されます。
今年４月から、１６歳以上の自転車を運転される方に対して、交通反則通告制

度（通称青切符）が適用されることになります。

主な違反は、

・携帯電話使用（通話：画像注視）
・遮断踏切立入り
・制動装置不良（ブレーキ装置なし）
・信号無視・一時不停止等

ですが、他にも交通反則切符が適用される違反が多数ありますので、

自転車を運転する際、交通ルールを守りましょう。

春の全国交通安全県民総ぐるみ運動の実施
令和８年４月６日（月）～令和８年４月１５日（水）までの１０日間、春の全

国交通安全運動が実施されます。
全国的に、悲惨な交通事故が後を絶たない状況が続いています。

悲惨な交通事故の撲滅に向けた
交通指導取り締まり・交通事故抑制対策

を実施します。
《子供たちの安全見守り活動》
この時期は、新入学児童が登下校

します。
子供たちを悪質な犯罪や交通 事

故から守るため、地域で子供たちを
見守りましょう。
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